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町の人口と世帯数

信糊人口

世帯数3，658

(S50.9.1.現在）
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こ
の
た
び
官
悲
取
燗
ベ
に
際
し
ま
し
更
め
て
新
た
に
し
、
そ
の
一
年
半
を
総

て
は
、
如
何
に
私
自
身
無
実
や
潔
白
を
点
検
、
努
力
倍
旧
、
身
命
を
賭
し
て
噸

叫
ぼ
う
と
、
と
り
あ
え
ず
、
町
民
皆
様
張
る
党
悟
で
壷
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
批

方
に
御
迷
惑
致
し
、
町
の
名
誉
を
傷
つ
判
、
指
示
を
嫌
虚
に
消
化
し
、
町
自
体

け
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
只
々
申
し
訳
を
第
一
義
に
考
え
、
今
後
私
に
課
せ
ら

な
く
、
そ
の
言
葉
す
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
れ
た
責
務
を
全
う
す
る
決
意
で
あ
り
ま

今
は
只
こ
の
不
明
に
報
ゆ
る
に
、
決
意
す
。

Ｉ

眺
醒

↑α

金
木
町
長大

橋
忠
勝

Ｉ
私
の
責
任
に
於
て
、
現
在
の
金
木
⑭
墓
地
公
園
の
完
成
。

町
に
介
在
す
る
諸
問
題
は
、
極
め
て
⑮
金
木
町
土
地
開
発
公
社
に
係
わ
る
訴

早
期
に
達
成
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
訟
事
件
の
解
決
。

川
水
道
問
題
⑬
町
有
地
役
害
そ
の
他
に
係
わ
る
訴
訟

①
現
在
と
な
っ
て
は
不
満
と
さ
れ
る
珈
件
の
解
決
。

既
決
ス
ラ
イ
ド
の
見
解
と
決
断
。
、
各
地
区
旧
火
葬
場
の
整
理
。

②
〃
金
木
町
上
水
道
工
亦
等
に
関
す
⑱
金
木
町
中
央
公
民
館
前
広
場
の
整
備

る
特
別
調
査
委
貝
会
″
に
よ
っ
て
提
⑲
保
育
所
拡
充
と
乳
幼
児
対
策
施
投
。

示
さ
れ
る
擶
仲
の
実
際
。
剛
各
陳
情
（
嘉
瀬
バ
イ
パ
ス
早
期
完
成

③
起
依
満
額
礎
得
と
こ
の
町
史
上
最
小
田
川
改
修
・
神
田
橘
架
替
え
・
弘

大
事
業
の
完
了
。
大
農
学
部
用
地
の
払
い
下
げ
・
上
水

②
車
輌
修
理
代
請
求
額
二
千
三
百
万
円
道
起
債
二
次
配
分
）
。

の
津
鉄
衝
突
事
故
支
払
い
の
件
、
半

額
以
下
の
示
淡
額
で
解
決
し
た
い
。

⑧
赤
字
解
消
五
ヵ
年
計
画
策
定
。

側
誘
致
企
業
池
田
繊
維
Ｋ
Ｋ
（
旧
喜
良

市
小
学
校
校
舎
）
の
発
腱
期
成
。

⑤
舗
装
工
事
の
完
成
と
数
年
間
業
者
無

料
補
修
の
お
願
い
。

⑥
新
喜
良
市
小
学
校
通
り
の
拡
巾
整
備

と
舗
装
。

、
各
人
鞭
案
件
の
解
決

㈲
農
免
道
路
（
饗
の
川
原
～
火
葬
場

通
り
）
の
完
成
。

側
芦
和
線
道
路
（
金
木
中
～
大
東
ヶ
Ⅱ
次
の
事
項
が
未
だ
中
途
半
端
で
あ

丘
）
の
完
成
。
り
、
こ
れ
ら
は
金
木
町
が
将
来
こ
の

㈹
新
喜
良
市
線
通
路
（
警
察
磐
横
～
津
軽
半
島
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
す

喜
良
市
）
の
完
成
。
る
為
に
は
な
ん
と
し
て
も
達
成
さ
れ

⑪
大
東
ヶ
丘
線
道
路
の
完
成
。
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑫
役
場
庁
舎
前
駐
車
場
の
整
伽
。
「
太
宰
の
町
・
観
光
の
町
・
教
育
の

⑬
川
倉
老
人
憩
の
家
・
町
営
住
宅
の
早
町
・
産
業
の
町
・
舗
装
の
町
金
木
」

期
完
成
。
が
私
の
理
想
で
あ
り
ま
す
。

《
そ
の
施
策
》
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仙
弘
大
幾
学
部
用
地
の
返
戻
ｌ

か
っ
て
町
有
地
で
あ
っ
た
四
十
五
町

歩
を
な
ん
と
し
て
も
取
り
返
し
、
そ

の
地
内
に

①
商
工
会
館
述
設

②
金
木
・
大
東
ヶ
丘
・
蒔
川
・
川
倉

小
学
校
四
校
の
大
統
合
小
学
校
述
投

（
バ
ス
送
迎
）

③
町
民
運
励
場
（
テ
ニ
ス
場
・
サ
イ

ク
リ
ン
グ
・
プ
ー
ル
・
ゴ
ル
フ
場
）

造
成

④
近
代
投
伽
を
誇
る
金
木
中
学
校
述

投⑤
町
民
体
育
館
述
役

。
⑥
公
認
グ
ラ
ン
ド
・
野
球
場
迭
成

⑦
町
憤
大
性
宅
間
地
造
成

⑧
子
供
の
森
・
緑
地
帯
と
放
し
飼
い

自
然
励
物
閲
役
憐

⑨
町
民
薬
疏
剛
・
艇
剛
投
憾

倒
県
遊
青
森
～
金
木
線
（
現
在
進
捗

中
）
の
完
成
。
ｌ
小
川
川
ダ
ム
と

辿
挑
、
大
槻
光
連
絡
道
路
と
す
る
。

⑧
芦
野
公
剛
の
根
本
的
一
大
整
伽

小
川
川
ダ
ム
完
成
と
共
に
滞
時
満
水

妻
の
川
脱
と
一
園
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
Ｈ
本
有
数
の
自
然
公
剛
た
る

盗
蘭
を
伽
え
て
お
り
ま
す
。

①
赤
坂
か
ら
湯
の
川
ま
で
現
道
路
を

凸

ｰ

ユ■｡

雪 ＝琴

~号誓竃
(事業進む妻の川原）

藤
枝
寄
り
今
ハ
イ
パ
ス
に
転
じ
、
現
道

路
を
公
卿
化
、
二
分
さ
れ
て
い
る
現

公
剛
を
一
間
化
す
る
。

②
妻
の
川
原
と
遊
歩
道
で
結
ぶ
。

③
剛
内
町
有
地
居
住
七
粁
の
円
満
移

転
退
去
、
跡
地
造
成
。

④
剛
内
温
泉
朔
出
、
町
民
へ
ル
ス
セ

ン
タ
ー
投
憧

⑤
革
む
ら
・
湿
地
に
樹
木
（
サ
ン
シ

ョ
ウ
・
白
樺
他
）
草
花
、
芝
生
を
植

え
、
徹
底
盤
伽
。

⑥
湖
、
沼
に
は
鯉
、
エ
ビ
の
他
ジ
ュ

ン
サ
イ
、
レ
ン
コ
ン
、
レ
ン
ゲ
育
成

⑦
湖
上
で
競
艇
。
金
木
小
・
中
移
転

跡
地
で
賜
力
・
闘
犬
・
モ
ト
ク
ロ
ス
、

歴
外
劇
等
県
下
の
メ
ッ
カ
と
す
る
。

側
補
助
、
起
償
率
商
い
自
然
休
養
村
事

業
の
徹
底
ｌ
果
樹
、
そ
菜
、
箪
花

野
鳥
観
光
閲
、
諸
休
養
、
レ
ジ
ャ
ー

施
投
完
備
、
養
豚
・
鶏
・
魚
他
各
穂

艘
林
産
業
設
営
、
朔
鮮
人
参
・
マ
ム

シ
・
薬
蒐
の
メ
ッ
カ
と
し
、
薬
用
柄

・
ド
リ
ン
ク
・
ワ
イ
ン
町
営
工
場
等

出
稼
防
止
聯
業
設
営
。

⑤
審
の
川
脈
の
一
大
整
術
１
１
盤
免
道

路
、
蕊
地
公
閲
（
進
捗
中
）
完
成
。

大
規
模
御
堂
・
諸
施
設
趣
没
し
て
一

大
霊
場
完
成
、
大
宣
伝
。

⑥
町
遊
拡
巾
と
商
％
舗
装
化
実
現
．

、
町
憐
牧
場
の
成
功
１
１
喜
良
市
山
に

て
進
捗
中
。

⑧
川
と
柵
、
下
水
道
整
備
、
火
葬
場
移

築
、
Ⅲ
ゴ
ミ
捕
場
繊
岸
、
朧
土
、
整

地
。

㈲
嘉
瀬
観
音
境
内
の
観
光
化
、
立
伝
。

夏
は
行
楽
地
。
冬
は
西
北
ス
キ
ー
場

の
メ
ッ
カ
と
す
る
。
（
用
地
取
得
、

施
投
整
伽
）

⑩
喜
良
市
診
療
所
に
自
営
希
望
の
日
本

人
腿
師
紹
恥
さ
開
業
。

』

「
周
囲
が
支
え
て
く
れ
な
い
と
安
定

し
な
い
生
徒
が
多
く
・
…
：
…
」
こ
れ
は

前
校
長
中
谷
金
四
郎
先
生
の
こ
と
ば
で

す
。
心
身
と
も
に
急
速
な
成
長
期
に
あ

り
、
不
安
定
な
中
学
校
生
徒
の
指
導
は

ほ
ん
と
う
に
む
ず
か
し
い
・

金
木
中
学
校
も
ま
も
な
く
、
創
立
三

十
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
に
な
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
．
こ
の
間
、
歴
代
校
長
は

じ
め
、
先
生
方
の
御
努
力
に
よ
り
、
金

中
の
名
は
輝
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
特

に
昭
和
四
十
六
年
か
ら
、
文
部
省
生
徒

指
導
研
究
指
定
校
と
な
り
、
生
徒
理
解

の
た
め
の
実
践
と
、
適
応
援
助
に
努
め

多
大
の
成
果
を
お
さ
め
ま
し
た
。

た
え
ず
反
省
し
、
自
ら
求
め
、
努
力

す
る
心
を
育
評
る
。
こ
れ
が
私
の
願
い

で
す
。科

学
が
如
何
に
進
歩
し
、
世
の
中
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
も
、
教
育
が
人

間
を
育
て
る
徴
み
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
教
育
の
知
育
偏
亜
が
反
省
さ
れ

人
間
性
の
凹
復
が
強
く
叫
ば
れ
て
い
ま

す
が
、
人
間
性
と
は
「
心
」
で
あ
り
、

沌落浦蕗活曙

識
海
叉
塞
双
塞
叉
鋸
叉

沌
郊
疋
郊
減
然
滝
津

沌海鴻海疋曙
郡又狸滞双

心
を
育~

木曲

.

こ
と
が
、
教
育
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大

切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

を
信
じ
、
金
中
生
徒
の
教
育
に
微
力
を

尽
す
つ
も
り
で
す
。

町
民
各
位
の
御
援
助
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

学
校
紹
介

１
、
沿
革

○
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
Ⅱ
創
立
。

（
金
木
小
学
校
の
一
部
を
充
当
七

学
級
。
三
百
十
七
名
．
職
員
数
十

一
名
）

○
昭
和
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
。

小
学
校
火
災
の
折
類
焼
。
九
月
よ

がな好 すて人

璽 中
学
校
長

木
村
正
三

問
を
育
て
る
こ
と
は
、
「
心
」
を
育

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま

◎

人
間
が
人
間
を
育
て
る
た
め
に
は
、

ま
し
い
人
間
関
係
が
ま
ず
確
立
さ
れ

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
教
師
と
生
徒

、
信
頼
と
親
愛
を
も
っ
て
結
ば
れ
る

て
る

一 回
口
づ
包

戸
揖
召
つ
ロ

ノ

II '底
U

一
一
』

？
｛

り
、
営
農
実
習
場
に
お
い
て
授
業

再
開
。

○
昭
和
二
十
五
年
十
月
新
校
舎
工
蛎

起
工
。

○
昭
和
三
十
二
年
二
月
、
屋
内
体
操

場
竣
工
。

○
昭
和
三
十
九
年
一
Ⅱ
～
十
月
一
Ⅱ

特
別
教
室
墹
築
。

○
昭
和
四
十
六
年
十
月
、
教
育
相
談

室
新
設
。

○
現
在

校
舎
総
面
讃
四
二
八
五
㎡

校
地
総
面
袖
一
○
○
九
二
㎡

生
徒
数
四
百
七
十
六
名

職
口
数
二
十
川
名

２
、
教
育
目
標

校
訓
真
・
和
・
健
を
基
渦
と
し

１
、
体
力
を
充
分
練
り
、

２
、
集
団
生
活
を
営
む
の
に
必
要

な
基
礎
的
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け

さ
せ
、

３
、
自
分
の
発
見
に
遭
遇
し
、
自

信
あ
る
態
度
を
養
う
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
人

間
の
育
成
を
目
指
す
。

１
、
真
理
を
求
め
知
性
を
磨
く
生

徒
。

２
、
美
と
和
を
求
め
、
感
受
性
の

豊
か
な
生
徒
。

３
、
心
身
共
に
健
康
な
生
徒
。

財
政
が
ま
す
ま
す
窮
迫
し
て
い
る

現
在
、
金
木
町
役
場
で
は
、
す
で
に

四
月
、
各
高
校
宛
新
採
用
を
し
な
い

ｊ
§
§
Ｉ
ｉ
８
…
３
§
§
§
～
§
盛

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ
一つ令叱野コケＣ …
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金
木
町
内
の
町
道
完
全
舗
装
に
と
も

な
い
、
早
い
速
度
で
町
内
を
横
行
す
る

自
動
叩
・
オ
ー
ト
・
ハ
イ
竿
が
ふ
え
て
き

ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
飛
び
出
し
聯
故

等
交
通
Ｗ
故
の
危
険
が
あ
る
の
で
、
大

字
嘉
瀬
新
町
（
下
）
の
子
供
会
で
は
、

自
獅
で
、
交
通
堺
故
防
止
を
呼
び
か
け

た
蒋
板
を
新
町
通
り
路
上
に
立
て
て
、

町
内
を
あ
げ
て
交
通
事
故
防
止
に
つ
と

め
て
い
ま
す
。
な
お
、
側
町
内
会
で
は

金
木
警
察
料
へ
速
度
制
限
の
要
望
を
し

て
い
ま
す
。
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Ｒ
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‐
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型
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偽
勾
■
Ｕ
ｑ
甘
口

こ
ぐ
毛
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哩

匪
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リ
ら
砥
ｖ
Ｌ
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土
色
ｖ
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汀
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Ｕ
Ｉ
＃
毎
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中員 ’

嘉
瀬
下
新
町
子
供
会

ひ

農
村
地
域
工
鴬
導
入
促
進
対
策
事
業

で
、
東
京
よ
り
進
出
し
て
き
た
池
田
繊

維
株
式
会
社
で
は
、
十
月
十
六
日
ご
ろ(嘉瀬新町通り） (仮操業中の金木エ場）

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
十
九
日
で
任

期
満
了
と
な
る
金
木
町
議
会
議
員
選
挙

を
真
近
に
控
え
、
改
正
さ
れ
た
公
職
選

挙
法
を
み
ん
な
で
勉
強
し
ま
し
ょ
う
。

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
の
う

え
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
参
議
院
に
お
い

て
可
決
成
立
し
、
去
る
七
月
十
五
日
に

法
律
第
六
十
三
舟
を
も
っ
て
公
布
さ
れ

ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
衆
議
院
識
此
の
総

定
数
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

べ
き
識
貝
の
定
数
に
つ
い
て
是
正
を
行

う
と
と
も
に
、
供
託
金
の
額
の
引
き
上

げ
、
選
挙
公
営
等
の
拡
充
、
寄
附
制
限

の
徹
底
、
文
蒋
図
画
の
掲
示
及
び
機
関

紙
等
の
頒
布
の
制
限
の
強
化
並
び
に
連

座
制
の
強
化
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
選

挙
の
腐
敗
を
防
止
し
、
及
び
そ
の
公
正

よ
り
現
地
研
修
と
し
て
の
仮
操
業
を
始

め
て
い
ま
す
。
研
修
を
受
け
て
い
る
従

業
貝
は
、
指
導
員
の
話
を
聞
い
て
、
熱

心
に
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

当
会
社
で
は
、
十
二
月
一
日
よ
り
本

操
業
を
開
始
す
る
予
定
で
す
が
、
従
業

貝
を
将
に
二
十
名
程
採
用
し
て
く
れ
る

こ
と
に
な
り
、
社
員
を
募
集
中
で
す
。

希
望
者
は
、
厩
接
Ｈ
前
日
ま
で
に
、
役

場
企
画
室
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
三
’
二
二
一
内

線
三
九
・
川
二
ま
た
は
、
池
田
繊
維

公
職
選
挙
法改

正
さ
れ
る

ｌ
近
づ
く
金
木
町
議
会
議
員
選
挙
Ｉ

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
金
の
か
か
ら

な
い
選
挙
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
改
正

法
律
の
適
用
関
係
で
す
が
、
原
則
は
、

こ
の
法
律
施
行
の
日
以
後
、
そ
の
選
挙

の
期
日
を
公
布
さ
れ
、
又
は
告
示
さ
れ

た
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
後
援

団
体
等
に
閲
す
る
文
苫
図
画
の
掲
示
に

関
す
る
規
定
、
公
職
の
候
補
者
等
の
寄

附
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
及
び
罰
金
の

額
の
引
き
上
げ
に
関
す
る
規
定
は
、
十

月
十
四
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
以

下
、
主
な
改
正
点
の
概
要
に
つ
い
て
、

二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

一
、
公
職
の
候
補
者
等
の
寄
附
の
禁

止
等
に
関
す
る
事
項

公
職
の
候
補
者
等
の
当
該
選
挙
区
内

に
あ
る
者
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は

抄
一

公
『

Ｋ
Ｋ
金
木
工
場
（
Ⅲ
喜
良
市
小
学
校
．
の
季
節
と
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
雪
っ

一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
三
’
二
五
三
七
）
へ
御
申
し
込
子
た
ち
に
す
ば
ら
し
い
ス
キ
ー
場
で
楽

み
下
さ
い
。
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
嘉
瀬
観
音
山
の

◎
十
一
月
十
二
日
に
面
接
を
行
い
ま
す
ス
キ
ー
場
を
無
料
で
整
備
し
て
く
れ
た

人
た
ち
が
い
ま
す
。
高
橘
宏
志
（
県
養
騨１

■

ス
キ
ー
場
整
備
に

鶏
指
導
所
業
務
課
長
）
さ
ん
を
会
長
と
繩

す
る
〃
雪
を
親
し
む
会
″
の
方
々
で
す
。
認

一
役
高
橘
さ
ん
ら
会
の
み
な
さ
ん
の
整
備
縦１

回

ｌ
雪
を
親
し
む
会
Ｉ
奉
仕
で
、
今
年
の
嘉
瀬
ス
キ
ー
場
は
、
癖

と
て
も
す
ば
ら
し
い
ゲ
レ
ン
デ
と
な
る
》

い
よ
い
よ
冬
も
近
く
な
り
、
ス
キ
ー
で
し
ょ
う
。

て
、
公
職
の
候
補
者
等
が
当
該
選
挙
区

内
に
あ
る
者
に
対
し
て
す
る
寄
附
の
制

限
を
徹
底
す
る
見
地
か
ら
、
仙
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
又
は
そ
の
支
部
に
対

し
て
す
る
場
合
、
側
親
族
に
対
し
て
す

る
場
合
及
び
⑧
当
該
公
職
の
候
補
者
等

が
専
ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普

及
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の

政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
（
当
該
選
挙

区
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
当

該
選
挙
ご
と
に
任
期
満
了
前
九
十
Ｈ
に

当
た
る
日
（
解
散
の
場
合
は
解
散
の
Ｈ

の
翌
Ｈ
）
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

し
必
要
や
む
を
得
な
い
実
費
の
補
償
と

し
て
す
る
場
合
を
除
き
、
選
挙
に
関
す

る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
時
期
の

如
何
を
問
わ
ず
、
全
面
的
に
禁
止
す
る

次
ぺ
ｌ
ジ
ヘ
つ
づ
く

従
来
、
「
選
挙
に
閲
し
」
て
す
る
場
合
の

み
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
現
実

に
は
、
日
常
の
地
盤
培
養
行
為
と
し
て

い
ろ
い
ろ
な
名
目
に
よ
る
寄
附
が
行
わ

れ
、
こ
れ
が
選
挙
に
金
の
か
か
る
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
従
前
か
ら
し

ば
し
ば
そ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い

（3）
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こ
と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
⑧
の
場

合
の
講
習
会
等
の
集
会
に
は
、
参
加
者

に
対
し
て
饗
応
接
待
（
通
常
用
い
ら
れ

る
程
度
の
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
が
行

わ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
含
ま
れ
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

何
人
も
公
職
の
候
補
者
等
に
対
し
て
、

当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
寄

附
を
勧
誘
し
た
り
、
親
族
が
す
る
場
合

を
除
き
、
寄
附
を
要
求
し
た
り
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

右
に
述
・
へ
た
公
職
の
候
補
者
等
が
す

る
寄
附
の
ほ
か
、
公
職
の
候
補
者
等
が

そ
の
役
職
、
又
は
構
成
貝
で
あ
る
会
社

そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体
が
、
こ
れ
ら

の
者
の
氏
名
を
表
示
し
又
は
こ
れ
ら
の

者
の
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法

で
す
る
寄
附
に
つ
い
て
も
、
候
補
者
等

の
寄
附
の
禁
止
の
脱
法
行
為
を
防
止
す

る
見
地
か
ら
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
又
は
そ
の
支
部
に
対
し
て
す
る
場
合

を
除
き
、
選
挙
に
関
す
る
と
否
と
を
問

わ
ず
、
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対

し
て
は
一
切
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る

寄
附
に
は
、
花
輪
、
供
花
、
香
典
又
は

祝
儀
と
し
て
供
与
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ

る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

も
含
む
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら

公
職
の
候
補
者
等
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
対
し
て
葬
式
の
花
輪
や
香
典
結

媚
式
の
祝
儀
等
を
出
す
こ
と
も
禁
止
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

｜
｜
、
選
挙
公
営
等
に
関
す
る
事
項

従
来
選
挙
運
動
に
お
け
る
平
等
の
確

保
と
金
の
か
か
る
選
挙
の
解
消
手
段
と

し
て
、
一
定
の
秩
序
の
投
定
と
並
ん
で

候
補
者
を
中
心
と
す
る
選
挙
公
営
が
導

入
さ
れ
、
漸
次
公
営
の
拡
充
が
行
わ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
今
川

の
改
正
に
よ
り
更
に
次
の
五
つ
の
部
門

に
つ
い
て
公
営
が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

Ｈ
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
公

営
国
会
識
風
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
公

職
の
候
補
者
は
、
供
託
物
が
脚
脈
に
州

展
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
場
合
に
限
り

政
令
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
、
選
挙

運
動
用
自
動
車
を
無
料
で
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ロ
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営

国
会
雛
貝
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
公

職
の
候
補
者
は
政
令
で
定
め
る
額
の
範

囲
内
で
、
選
挙
遮
勤
用
ポ
ス
タ
ー
及
び

個
人
淡
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
参
鍍

院
全
国
選
出
識
貝
の
選
挙
に
つ
い
て
は

選
挙
遮
動
用
ポ
ス
タ
ー
）
を
無
料
で
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
も
供
託
物
没

収
者
は
除
か
れ
ま
す
。

日
新
聞
に
よ
る
政
策
広
告
の
公
営

国
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
確

認
団
体
が
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
、
政

策
の
普
及
宣
伝
及
び
演
説
の
告
知
の
た

め
に
行
う
広
告
で
、
自
治
大
臣
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
一
寸
法
で
、
い

ず
れ
か
一
の
新
聞
に
お
い
て
行
う
も
の

に
つ
い
て
は
、
四
回
を
限
り
無
料
と
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

四
選
挙
運
動
用
の
通
補
葉
井
の
枚
数

の
珊
加

選
挙
運
動
用
の
通
常
葉
番
に
つ
い
て

は
、
次
表
に
掲
げ
る
枚
数
に
珊
加
さ
れ

た
。

国
選
挙
運
動
用
ビ
ラ

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
番

図
画
は
、
従
来
電
通
常
葉
番
し
か
頒
布

会
切

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
国
会

雛
風
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
通
常
葉
番

の
ほ
か
、
新
た
に
、
選
挙
運
動
用
ビ
ラ

の
頒
布
（
散
布
を
除
く
）
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
、
こ
の
作
成
饗
も
国
庫
で
負

担
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

三
、
後
援
団
体
等
に
関
す
る
文
書
図

画
の
掲
示
に
関
す
る
事
項

蚊
近
、
選
挙
時
で
あ
る
と
否
と
を
問

わ
ず
、
立
候
補
予
定
者
の
氏
名
や
後
援

団
体
の
名
称
を
丼
い
た
大
き
な
立
札
や

看
板
が
目
立
っ
て
お
り
、
ま
た
選
挙
が

近
く
な
る
と
、
時
肋
講
演
会
の
開
催
、

後
援
会
の
結
成
、
事
務
所
の
開
設
等
の

名
目
で
、
そ
の
氏
名
や
名
称
弊
を
表
示

し
た
立
札
や
看
板
等
を
必
要
以
上
に
掲

示
す
る
似
向
が
各
地
に
み
ら
れ
、
仙
上

批
判
を
招
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

選
挙
目
当
て
の
単
な
る
氏
名
等
普
及
旗

参
議
院
（
全
国
選
出
）
議
瓜

衆
雛
院
識
口

参
議
院
（
地
方
選
出
）
議
員

（
注
）
Ａ
と
は
、
当
該
都
道
府
県
内
の
衆
議
院
識
瓜
の
選
挙
区
の
数
が
一
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
超
え
る
数
を
い
う
。

二一

指
定
都
市

都
道
府
県

町

選
挙
の
種
類

巾

村

議
会
識
只

議
会
砿
員

談
会
議
貝

議
会
雛
員

知

長 民長
一
ト

ー
Ｉ
Ｊ

ｆ
』

三
五
、
○
○
○
＋
（
五
、
○
○
○
×
Ａ
）

三
五
、
○
○
○
＋
（
五
、
○
○
○
×
Ａ
）

改

伝
方
法
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
選
挙
に
金
の
か
か
る
要
因
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
情
に
か
ん
が

み
、
今
回
の
改
正
で
は
、
金
の
か
か
ら

な
い
き
れ
い
な
選
挙
の
実
現
を
図
る
立

場
か
ら
、
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公

職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公

職
に
あ
る
者
を
含
む
）
の
政
治
活
勤
の

た
め
に
使
川
さ
れ
る
公
職
の
候
補
者
等

の
氏
名
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
氏
粕
が
、

類
碓
さ
れ
る
よ
う
な
事
項
を
表
示
す
る

文
襟
側
画
及
び
後
援
団
体
の
政
治
活
動

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
当
該
後
援
団
体

の
名
称
を
表
示
す
る
文
替
図
画
の
掲
示

を
規
制
す
る
こ
と
と
し
、
Ｈ
立
札
及
び

看
板
の
類
で
、
政
令
で
定
め
る
総
数
の

範
囲
内
で
、
か
つ
、
公
職
の
候
補
者
等

又
は
後
援
剛
体
が
政
治
活
動
の
た
め
に

使
用
す
る
聯
務
所
ご
と
に
そ
の
場
所
に

お
い
て
通
じ
て
二
を
限
り
掲
示
さ
れ
る

正

後
一
二
○
、
○
○
○

三
兀
、
○
○
○

二
五
、
○
○
○

八
、
○
○
○

四
、
○
○
○

八
、
○
○
○

ﾆニ
へ

枚
一一

三島

○
○
○

五
○
○

八
○
○

二
五
、
○
○
○
＋
（
五
、
○
○
○
×
Ａ
）

二
五
、
○
○
○
＋
（
五
、
○
○
○
×
Ａ
）

も
の
、
ロ
ポ
ス
タ
ー
で
、
そ
の
ポ
ス
タ

ー
を
掲
示
す
る
た
め
の
ベ
ニ
ヤ
板
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
板
等
を
用
い
て
掲
示
さ
れ

る
も
の
以
外
の
も
の
の
、
日
政
治
活
励

の
た
め
に
す
る
演
説
会
、
講
演
会
、
研

修
会
等
の
会
場
に
お
い
て
、
そ
の
開
催

中
使
用
さ
れ
る
も
の
、
及
び
四
確
認
団

体
が
当
該
選
挙
の
選
挙
期
間
中
に
認
め

ら
れ
る
政
治
活
動
に
お
い
て
使
用
す
る

も
の
を
除
い
て
は
、
一
切
掲
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
こ
こ
で
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
た

Ｈ
の
政
令
で
そ
の
総
数
を
定
め
る
立
札

及
び
看
板
の
類
は
、
そ
の
規
格
が
縦
百

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
起
え
て
は
な
ら
ず
、
か

つ
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
の
表
示
を
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
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一
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二
五
、
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○

二
五
、
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○
○

五
、
○
○
○

ニユ
〆一

枚
～一

五
、
○
○
○

一
、
二
○
○

五
○
○

五
○
○

五
○
○
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